
国民健康保険税の現状と
税率改定について

令和７年７月24日
令和７年度 第１回磐田市の国民健康保険事業の運営に関する協議会【資料３】
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磐田市国保の状況について（令和6年度速報値）

①国保被保険者の推移・年齢構成
令和６年度末　加入者（被保険者）の年齢構成

0-9歳 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70-74歳

0

4,000

2,000

8,000

6,000

964人
1,428人 1,627人

1,869人

2,773人

3,228人

8,318人
8,929人

※60代以上が全体の約6割を占める

加入者（被保険者）の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

（年度末時点） （年度末時点） （年度末時点）
年度平均：33,560人 年度平均：31,806人 年度平均：30,055人

40,000

30,000

0

20,000

29,136人
（19,536世帯）

30,619人
（20,179世帯）

3２,467人
（21,067世帯）
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磐田市国保の状況について（令和6年度速報値）

②医療費の推移

医療費全体の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

0

100億円

140億円

120億円

130億9,744万円
129億4,787万円

125億1,207万円

医療費（1人あたり）の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

40万円

35万円

0

30万円

390,269円
416,306円407,089円
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磐田市国保の状況について（令和6年度速報値）

③保険給付費の推移

給付費合計＝療養給付費、療養費（入院時食事療養費差額支給）、高額療養費（高額介護合算含む）、出産育児諸費、葬祭費、傷病手当の合計
一人あたり給付費＝給付費合計÷年度平均被保険者数



国保財政の運営について
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国保財政の仕組み（令和7年度）

・平成30年度から、都道府県が市町村とともに、国保の運営を担うこととなりました。
・都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等
の国保運営に中心的な役割を担っています。
・市の国保会計は、必要な支出を法定の交付金等の公費と保険税で賄うことが原則です。

国保財政の運営

歳入 歳出 歳入 歳出

令和7年度 国民健康保険事業特別会計 当初予算
静岡県（総額：3,075億円） 磐田市（総額：152.9億円）

事業費納付金
※35市町が納付
【931億円】

保険給付費等
交付金

（普通交付金）

【2,391億円】

保険給付費等
交付金

（普通交付金）

【110億円】

保険給付費
（診療報酬等）

【110億円】

社会保険
診療報酬基金

基金繰入【4.3億円】

医療機関等

前期高齢者
納付金

【1,083億円】

公費
（国費等）
【1,061億円】

特別交付金
【71億円】

公費等
【9.6億円】

保健事業等
【1.5億円】

後期高齢者支援金
介護保険納付金等
【613億円】

事業費納付金
※各市町の
負担を額を
県が算定
【41.4億円】

保険税
【29億円】

支払交付

支払

交付



国保財政の運営について
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国保財政の仕組み（令和5年度）

歳入 歳出 歳入 歳出

基金繰入【0.8億円】

社会保険
診療報酬基金

医療機関等

前期高齢者
納付金

【1,139億円】

公費
（国費等）
【973億円】

特別交付金
【72億円】

公費等
【11億円】

保健事業等
【2.4億円】

後期高齢者支援金
介護保険納付金等
【657億円】

事業費納付金
※各市町の
負担を額を
県が算定
【44.9億円】

保険税
【29億円】

その他一般会計繰入金
【6.5億円】

令和5年度 国民健康保険事業特別会計 当初予算
静岡県（総額：3,091億円） 磐田市（総額：158.3億円）

事業費納付金
※35市町が納付
【979億円】

保険給付費等
交付金

（普通交付金）
【2,362億円】

保険給付費等
交付金

（普通交付金）

【111億円】

保険給付費
（診療報酬等）

【111億円】

支払交付

支払

交付



国民健康保険税について
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国保税の計算方法

国保税は、加入者に医療の給付等を行うことを目的とした国保事業の費用に充てるため、地方税法（第703条
の4）に基づき課税する目的税です。

国保税は個人課税ではなく世帯課税のため世帯主が納税義務者となります。世帯主が国保に加入していなくて
も、その世帯に国保被保険者がいる場合は、その世帯主が納税義務者となります。

国民健康保険税（国保税）

国保税は以下の３つの区分の合計で決まります。

※すべての被保険者が①と②の対象となり、40~64歳の被保険者は追加で③の対象となります。

* 応能割…被保険者の所得や資産

など負担能力に応じて負担

* 応益割…世帯あたりの一定額ある

いは被保険者一人あたりの一定額と

いう受益に応じて等しく負担

4方式 3方式 2方式 計算方法

所得割 所得割 所得割 世帯の被保険者の所得に応じて計算

資産割 世帯の被保険者の資産（土地・建物）に応じて計算

均等割 均等割 均等割 世帯の被保険者数に応じて計算

平等割 平等割 1世帯にいくらと計算
応益割

応能割

①　医療分 医療機関に支払う診療報酬分
②　後期高齢者支援金分 後期高齢者医療制度を支えるために各医療保険者が納める分
③　介護納付金分 40～64歳までの方の介護保険料相当分

① ② ③
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国民健康保険税について

①国保税調定額の推移
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国民健康保険税について

②国保税収納率の推移



磐田市の国民健康保険税に関する経緯
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年度 関連事項
平成30年度
（2018年）

国民健康保険制度改革の施行（４月）
県が国保財政責任主体となり、『静岡県国民健康保険運営方針』が策定され、計画的な赤字繰入れの解消、保険料水準統一の方
向性が示される。

令和元年度
（2019年）

赤字削減・解消計画の策定（２月）
国の指示に基づき赤字削減・解消計画を策定する。当初の計画では段階的な税率改定により令和13年度までの赤字解消を目標と
した。（令和４年度に令和10年度までの赤字解消に計画を変更。）

令和２年度
（2020年）

『磐田市の国民健康保険税率のあり方について』の協議開始（８月）
磐田市の国民健康保険事業の運営に関する協議会（国保運協）へ『磐田市の国民健康保険税率のあり方について』を諮問した。

令和３年度
（2021年）

『静岡県国民健康保険運営方針』改定（４月）
令和３年度～令和５年度の方針・目標:「赤字繰入れの解消」及び「到達可能な段階の保険料水準の統一」が示される。
『磐田市の国民健康保険税率のあり方について』を答申（８月）
令和４年度以降の税率改定に関する答申:「被保険者の負担感に配慮した、令和４年度から２年ごと４回の段階的な税率改定によ
り歳入不足を解消する計画を基本とすること及び賦課方式（資産割の削減・廃止）の改定の実施」を受ける。
国保税率に係る条例を改定（１１月議会定例会）

令和４年度
（2022年） 国保税率改定（４月）

令和５年度
（2023年）

『磐田市の国民健康保険税率改定について』を答申（１１月）
令和６年度及び令和７年度の税率改定に関する答申：「令和10年度までに歳入不足額を３億円程度まで削減することを当面の目
標とする。被保険者１人あたり増額幅を２カ年度合計で約8,300円とし、２年毎から毎年の改定とすることで、１回の増額幅を
抑える。」を受ける。
国保税率に係る条例を改定（２月議会定例会）

令和６年度
（2024年）

国保税率改定（４月）
『静岡県国民健康保険運営方針』改定（４月）
令和６年度～令和１１年度の方針・目標：「保険料水準の平準化に向けた取組を一段と加速化させるための期間と位置付け、標
準保険料率の統一の目標年度は、中間見直し（令和９年度）において、設定を行う。」が示される。
赤字繰入れ（決算補てん目的の法定外繰入れ）は解消



前回（令和６年度・7年度）改定の内容
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・歳入不足額について、当初の目標であった令和10年度で解消するには、今後の改定で税率を大きく上げる必要があり、
被保険者に過大な負担となるため、令和10年度で３億円程度まで縮減することを目標とする。
・一人あたり保険税額を令和6年度で5,500円、令和7年度で2,800円の増額改定とする。
・令和8年度以降の改定額及び改定方法は、令和7年度に再度検討する。
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保険料水準の状況（近隣他市との比較）

13

ケース①（40代夫婦＋小学生子供２名 世帯所得：500万円（夫婦各250万円） 固定資産税：５万円（夫））

令和７年度保険税(料）率を使用したモデルケースによる他市町との比較

ケース②（７０代夫婦 世帯所得：200万円（夫婦各100万円） 固定資産税：５万円（夫））

磐田市 浜松市 湖西市 袋井市 掛川市 県内市町平均

年税額 595,300円 676,800円 610,800円 643,300円 634,900円 641,449円

県内順位
（35市町中）

29位（35位） 10位（3位） 25位（26位） 18位（32位） 20位（22位）

磐田市との差 81,500円 15,500円 48,000円 39,600円 46,149円

磐田市 浜松市 湖西市 袋井市 掛川市 県内市町平均

年税額 186,800円 210,700円 192,900円 201,700円 192,700円 195,574円

県内順位
（35市町中）

25位（32位） 6位（2位） 20位（23位） 11位（19位） 21位（25位）

磐田市との差 23,900円 6,100円 14,900円 5,900円 8,774円

（ ）内は前回改定時

（ ）内は前回改定時



保険料水準の状況（後期高齢者医療制度との比較）
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令和７年度保険税（料）率を使用したモデルケースによる後期高齢者医療制度との比較

ケース①（夫婦２人 世帯所得：200万円（夫婦各100万円） 固定資産税：５万円（夫））

ケース②（単身世帯 世帯所得：120万円 固定資産税：0万円）

〇保険税（料）率の比較

※①国民健康保険の税率は、介護納付金分（40歳～64歳が対象）を含まない医療分及び後期支援金分の合計
※②後期高齢者医療の保険料率は、県内統一（広域連合で2年ごとに改定。次回、令和8年度に改定予定。）

所得割 資産割 均等割 平等（世帯）割
①国民健康保険 7.85% 10.00% 33,200円 26,000円
②後期高齢者医療 9.49% 47,000円
比較（①－②） -1.64% 10.00% -13,800円 26,000円

74歳（国保） 75歳（後期高齢）

年税（料）額 186,800円 202,000円

国保との差 15,200円

74歳（国保） 75歳（後期高齢）

年税（料）額 119,600円 120,000円

国保との差 400円



子ども・子育て支援金制度
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こども家庭庁ＨＰより



子ども・子育て支援金制度
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こども家庭庁ＨＰより


